
令和７年３月21日付け県公報第605号静岡県公安委員会規則第６号（道路交通法等の改正等に伴う関係公安

委員会規則の整備に関する規則）中、次のとおり訂正する。

ページ 行 誤 正

３ 改正後の欄上から８ 第25条 第27条


